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第１章 総 則 

 

第１条〔趣旨〕 

本規程は、公益財団法人日本バスケットボール協会（以下「本協会」という）の基本規程第１条の２に基づ

き、本協会における３ｘ３競技に関する基本原則を定める。 

 

第２条〔遵守義務〕 

① 第４条に定義するオーガナイザーおよび本協会に登録のある個人（選手、指導者等のスタッフ、審判員

および役職員その他の関係者、以下本規程において「選手等」という）は、本協会の定款、基本規程、

および本規程、またはこれに付随する諸規程ならびに国際バスケットボール連盟（以下「ＦＩＢＡ」と

いう）およびＦＩＢＡ ＡＳＩＡの諸規程ならびにスポーツ仲裁裁判所（以下「ＣＡＳ」という）および

一般社団法人日本スポーツ仲裁機構（以下「ＪＳＡＡ」という）の仲裁関連規則のほか､本協会、ＦＩＢ

ＡおよびＦＩＢＡ ＡＳＩＡならびにＣＡＳおよびＪＳＡＡの指示、指令、命令、決定ならびに裁定等を

遵守する義務を負う。 

② オーガナイザーおよび選手等は、ＦＩＢＡまたはＦＩＢＡ ＡＳＩＡによって正式に定められかつ本協

会ならびにこれらの団体および個人が服するべきとされた国際競技カレンダーならびに国際試合また

は国際大会に関する規程等を遵守するものとする。 

③ 人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別は、

いかなるものであれ、厳格に禁止されるものとし、これに反する場合には、本規程、本協会基本規程お

よびその附属規程に従って懲罰の理由とされることがある。 
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第２章 定 義 

 

第１節 総則 

 

第３条〔趣旨〕 

本章は、日本国内において開催される３ｘ３競技大会および３ｘ３の組織および運営に関する事項について

定める。ただし、本章に定めのない事項については、本協会基本規程に準じる。 

 

第２節 定義 

 

第４条〔定義〕 

本規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） ３ｘ３競技大会 

   試合、イベントを含む全ての３ｘ３の大会 

（２） 主 催 

   自己の名義において３ｘ３競技大会を開催すること 

（３） 共同主催（共催） 

共同の名義において３ｘ３競技大会を開催すること 

（４） 主 管 

自己の名義において３ｘ３競技大会を運営すること 

（５） 後 援  

他者の主催する３ｘ３競技大会を支援すること（ただし、金銭その他の経済的援助はともなわない） 

（６） オーガナイザー 

３ｘ３競技大会を主催する団体または個人 

（７） ＦＩＢＡ３ⅹ３ＥｖｅｎｔＭａｋｅｒ 

ＦＩＢＡが運営管理を行う３ｘ３競技大会構築、管理システム 

（８） ＰｌａｙＦＩＢＡ３ｘ３ 

ＦＩＢＡが運営管理を行うＦＩＢＡ３ｘ３競技者登録管理システム（通称「ＦＩＢＡ ＰＬＡＮＥ

Ｔ」） 

（９） ＪＢＡ３ｘ３競技大会 

本協会が主催および主管する３ｘ３競技大会 

    （ア）３ｘ３日本選手権大会 

（イ）３ｘ３Ｕ１８日本選手権大会 

（ウ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ Ｕ２３ ＴＯＵＲ ＦＩＮＡＬ 

（エ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ Ｕ２３ Ｒｏｕｎｄ 

（オ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ＯＰＥＮ 

（カ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 

（１０） ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会 

   本協会が、所定の手続きによって競技大会の開催を承認した３ｘ３競技大会 

（ア）３ｘ３日本選手権大会 ＳＴＯＰ 
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（イ）３ｘ３ Ｕ１８ 日本選手権大会 都道府県予選大会 

（ウ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ＯＰＥＮ 

（エ）３ｘ３ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 

 

（１１） ＦＩＢＡ承認３ｘ３競技大会 

ＦＩＢＡ３ｘ３ＥｖｅｎｔＭａｋｅｒに大会を構築し、ＦＩＢＡ ＰＬＡＮＥＴに登録された３ｘ３

競技大会 

（１２） ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザー 

本協会に登録された団体または個人であり、第３６条に定める大会を主催または主管するもの 

（１３） ３ｘ３国際競技大会 

ＩＯＣまたはＦＩＢＡまたはＦＩＢＡ ＡＳＩＡが主催する３ｘ３競技大会 

（１４） ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会 

前号のうち、ＦＩＢＡまたはＦＩＢＡ ＡＳＩＡが主催する３ｘ３競技大会 

（ア） ＦＩＢＡ ３ｘ３ Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅａｍ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ

ｓ 

（イ） Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ 

（ウ） Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ 

（エ） Ｗｏｍｅｎ’ｓＳｅｒｉｅｓ 

（１５） Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓ（プロ クオリファイヤー） 

オーガナイザーがＦＩＢＡの承認に基づき主催し、ＦＩＢＡ主催国際大会への出場資格を付与する

３x３競技大会 

（ア） Ｓｕｐｅｒ Ｑｕｅｓｔ 

（イ） Ｓｕｐｅｒ ｌｅａｇｕｅ 

（ウ） Ｑｕｅｓｔ 

（エ） Ｌｉｔｅ Ｑｕｅｓｔ 

（オ） Ｗｏｍｅｎ‘ｓ Ｓｅｒｉｅｓ Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ 
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第３章 選 手 

 

第１節 選手 

 

 

第５条〔趣旨〕 

本章の規定は、次に掲げる者（以下本章において「選手」という。）の権利および義務に関する事項につ

いて定める。 

（１） 本協会が主催する３ｘ３競技大会に出場する者。 

（２） 都道府県バスケットボール協会が主催する３ｘ３競技大会に出場する者。 

（３） ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーが主催する３ｘ３競技大会に出場する者。 

（４） 本協会が３ｘ３日本代表に関連する活動に招聘する者。 

 

第６条〔選手の義務〕 

① 選手は、本協会の定款、基本規程、本規程およびこれらに付随する諸規程を遵守しなければならない。 

② 選手は、プレークリーンと非暴力の精神に則り、それに従って行動しなければならない。 

③ 選手は、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）およびＦＩＢＡの規約に従って遂行される医療検査と管理、

特にドーピング検査に、いつでも応じなければならない。 

④ 本協会加盟チーム（以下本章において「５人制チーム」という）に所属している選手は、３ｘ３競技大

会に参加する場合、その選手の所属する５人制チームから大会参加に係る承諾を得るよう努めなければ

ならない。なお、承諾を求められた５人制チームは、選手の意向を尊重し可能な限りこれを承諾するよ

う努めるものとする。 

 

第７条〔禁止事項〕 

選手は、次の各号の行為を行ってはならない。 

（１） ＩＯＣおよびＦＩＢＡが定める禁止物質の使用。 

（２） 公式試合の結果に影響を与える不正行為への関与。 

（３） 競技大会における審判員、テーブルオフィシャルズその他競技関係者に対する誹謗中傷、威迫、侮

辱その他これらに類する行為。 

（４） 第６条各号に反する行為。 

  

第８条〔日本代表チームへの招聘〕 

① 選手は、本協会により３ｘ３日本代表チームまたは３ｘ３選抜チーム等の一員として招聘された場合、

当該チームの公式活動へ参加する義務を負う。ただし、傷害または疾病のために、本協会の招聘に応ず

ることができない場合は、本協会の選定した医師の健康診断を受けなければならない。 

② 本協会が、３ｘ３日本代表チームまたは３ｘ３選抜チーム等の一員として招聘した者が、５人制チーム

に所属している場合、招聘したことを当該所属チームに通知するものとする。 

③ ３ｘ３日本代表チームに招聘された者は、当該チームの公式活動に、原則として無償で参加しなければ

ならない。 

④ ３ｘ３日本代表チームに招聘された者は、当該チームの公式活動中、本協会が指定するユニフォームお



6 

 

よび用具等を使用しなければならない。 

 

第９条〔ＪＢＡ３ｘ３競技大会の肖像等の使用／広告宣伝活動〕 

① ＪＢＡ３ｘ３競技大会に参加する選手の当該競技大会に関する肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音

声、署名等を使用する権利は、原則として本協会に帰属するものとする。 

② 前項に定める選手は、３ｘ３競技選手として、テレビ・ラジオ番組もしくはイベント等に出演、新聞・

雑誌等の取材に応諾、または第三者のための広告宣伝・販売促進活動等（以下「広告宣伝活動等」とい

う）に関与する  場合、本協会に予め届け出て、その承認を得なければならない。ただし、

予め届出を行うことのできない場合には、事後に広告宣伝活動等に関与したことを本協会に対し報告す

るものとする。 

③ 前項の場合、本協会は、所定の承認料を当該選手から徴収することができる。 

④ ＪＢＡ３ｘ３競技大会に参加する選手は、本協会が、ＪＢＡ３ｘ３競技大会について広報・広告宣伝活

動を行う場合、原則として無償で協力しなければならない。 

 

第１０条〔日本代表チームの肖像等の使用／広告宣伝活動〕 

① 日本代表チームの選手等の肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音声、署名等（以下「肖像等」という）

を管理運用する権利（以下「肖像権」という）は、次項以下に定めるところに従い、本協会に専属的に

帰属するものとする。 

② 日本代表チームの選手等は、日本代表チームの活動中の選手等の肖像等が報道、放送されることおよび

当該報道、放送に関する選手等の肖像等につき何ら権利を有するものでない。 

③ 本協会は、日本代表チームの選手等の肖像等を、本協会の広報・広告宣伝活動等のために無償で使用す

ることができる。 

④ 本協会は、次の各号の使用形態で包括的に使用する場合に限り、前項の権利を第三者に許諾することが

できる。 

（１） 個々の画面または物等に複数（原則として３名以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

（２） 個々の画面または物等には単独の選手等の肖像等が使用されているが､同一の仕様および条件

により、複数（原則として３名以上）の選手等の肖像等を使用する場合 

⑤ 日本代表チームの選手等は、本協会から指示があった場合、本協会の広報・広告宣伝活動に使用するた

めの素材制作（肖像写真撮影、フィルム・ビデオ撮影、インタビュー録音等）に、原則として無償で応

じなければならない。 

⑥ 日本代表チームの選手等は、日本代表チームのユニフォームを着用してテレビ・ラジオ番組もしくはイ

ベント等に出演し、または第三者のための広告宣伝・販売促進活動等に関与する場合には、事前に本協

会の承認を得なければならない。 

⑦ 本協会は、第４項各号に規定する使用形態で包括的に使用する場合に限り、日本代表チームの選手等の

肖像等を、商品化事業において無償で使用することができ、また第三者に対してその権利を許諾するこ

とができる。 

⑧ 本協会は、選手等およびその所属チームの承認を得た場合に限り、単独の日本代表チームの選手等の肖

像等を商品化事業において使用することができる。 

 

第２節 選手登録 
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第１１条〔趣旨〕 

本節の規定は、ＪＢＡ３ｘ３競技大会およびＪＢＡ承認３ｘ３競技大会に出場する選手の登録に関する事項

について定める。 

 

第１２条〔選手登録の義務〕 

① 選手は、第１４条〔選手登録の手続き〕の定めるところにより、ＦＩＢＡ ＰＬＡＮＥＴへの選手登録を

行わなければならない。 

② ＦＩＢＡ ＰＬＡＮＥＴの選手登録がない競技者（以下「未登録選手」という）は、ＪＢＡ３ｘ３競技大

会およびＪＢＡ承認３ｘ３競技大会に出場することはできない。 

③ 当該大会要項にて定められている場合は、前２項の限りではない。 

 

第１３条〔重複登録〕 

選手は、５人制チームに所属するバスケットボール選手とは別に３ｘ３選手として登録をすることができる。 

 

第１４条〔選手登録の手続き〕 

選手は、ＪＢＡ３ｘ３競技大会およびＪＢＡ承認３ｘ３競技大会の申込みまでに、ＦＩＢＡが運用する「Ｆ

ＩＢＡ Ｐｌａｎｅｔ」へ登録手続きを完了しなければならない。 

 

第１５条〔外国籍選手の登録〕 

① 本協会、都道府県バスケットボール協会およびＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーが主催または主管する３ｘ

３競技大会の開催のために国外から招集または招聘された外国籍の選手について、本協会が次項に定め

る条件を満たすと認める場合に限り、その出場を認めることができる。 

② 外国籍の選手に対し、契約金や賞金等の支払いが発生する、または発生する可能性を有する場合は、必

ず大会のオーガナイザーが、当該選手の入国および滞在を証明する入国査証等の確認を行うものとする。 
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第４章 ３ｘ３競技大会                                          

 

第１節 総則 

 

第１６条〔趣旨〕 

本章は、日本国内において開催される３ｘ３競技大会の組織および運営に関する事項について定める。ただ

し、本章に定めのない事項については、理事会において別に定める。 

 

第１７条〔３ｘ３競技大会の名称の制限〕 

本協会が主催する場合を除き、すべての３ｘ３競技大会は、その競技大会の名称に次の各号に掲げるような

全国規模または日本一を決する競技大会を想起する単語を使用することはできない。 

（１） 全日本 

（２） 日本 

（３） 全国 

（４） ＪＡＰＡＮ 

（５） ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ 

（６） その他前各号に類するもの 

 

第１８条〔３ｘ３競技大会の参加料および賞品〕 

３ｘ３競技大会に参加するチームおよび選手の参加料および賞品（賞金を含む）は、競技大会の価値および

選手の年齢・社会的立場等にふさわしいものでなければならない。 

 

第１９条〔競技規則〕 

３ｘ３競技大会における競技規則は、原則としてＦＩＢＡが制定する「Ｏｆｆｉｃｉａｌ ３ｘ３ Ｂａｓ

ｋｅｔｂａｌｌ Ｒｕｌｅｓ」および本協会がこれに準じて定める「３ｘ３バスケットボール競技規則」を適

用するものとする。ただし、具体的な適用細則については、各大会の大会要項において別途定めることができ

る。 

 

第２節 ＪＢＡ３ｘ３競技大会 

 

第２０条〔趣旨〕 

本節は、本協会が主催および主管する３ｘ３競技大会（以下「ＪＢＡ３ｘ３競技大会」という。）に関する事

項について定める。 

 

第２１条〔ＪＢＡ３ｘ３競技大会の開催〕 

① ＪＢＡ３ｘ３競技大会を開催する場合、原則、ＦＩＢＡ３ｘ３ＥｖｅｎｔＭａｋｅｒを利用しなくては

ならないものとする。その際はＦＩＢＡの定める規程等を遵守しなければならない。 

② 本協会の判断によりＦＩＢＡ３ｘ３ＥｖｅｎｔＭａｋｅｒを利用しない場合、各大会要項にてＦＩＢＡ 

ＰＬＡＮＥＴを利用しない旨を定めることとする。 
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第２２条〔主管の委託、譲渡〕 

① 本協会は、ＪＢＡ３ｘ３競技大会の主管を都道府県バスケットボール協会またはＪＢＡ３ｘ３オーガナ

イザーに委託、譲渡することができる。 

② 本協会より主管を委託、譲渡された都道府県バスケットボール協会またはＪＢＡ３ｘ３オーガナイザー

（以下、本章において「ＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザー」という。）は、第５章第２節に定め

る義務および責任を負うものとする。 

③ ＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザーは、当該競技大会に関する本協会の決定・指示に従わなけれ

ばならない。 

④ ＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザーは、当該大会の収支の帰属および処理ならびに大会運営に関

する責任の分担について、あらかじめ書面または電磁的方法により取り決めなければならない。 

⑤ 本協会より主管を委託、譲渡されたＪＢＡ３ｘ３競技大会が天変地異等の不可抗力により中止となった

場合の損失の処理については、本協会とＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザーの協議により決定す

る。 

 

第２３条〔ＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザーの権利〕 

ＪＢＡ３ｘ３競技大会を主管するＪＢＡ３ｘ３競技大会主管オーガナイザーは、大会運営に必要な審判員お

よびテーブルオフィシャルを本協会へ派遣要請することができる。 

 

 

第３節 ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会 

 

第２４条〔趣旨〕 

本節では、ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーが主催する第４条第１０号に定めるＪＢＡ承認３ｘ３競技大会の開

催に関する事項について定める。 

 

第２５条〔ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会の主催および主管〕 

① ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会は、都道府県バスケットボール協会またはＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーが主

催し、主管する。 

② 前項の規定にかかわらず、主催オーガナイザーは、主管を他の団体に委託、譲渡することができる。 

③ 前項の場合においては、主催オーガナイザーおよび主管を受ける団体は、当該大会の収支の帰属および

処理ならびに大会運営に関する責任の分担について、あらかじめ書面または電磁的方法により取り決め

なければならない。 

 

第２６条〔ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会開催の承認および届出料〕 

① ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会を主催しようとする都道府県バスケットボール協会またはＪＢＡ３ｘ３オ

ーガナイザーは、第３９条〔大会の届出〕に定めるところにより、本協会に届出をし、本協会の承認を

得なければならない。 

② 本協会は、前項の承認にあたり、必要に応じて条件を付する。 

③ 第１項の承認を受けた主催オーガナイザーは、本協会が別に定めるところにより、届出料を納付しなけ

ればならない。 
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第４節 ３ｘ３国際競技大会 

 

第２７条〔海外における３ｘ３国際競技大会への参加〕 

 ＦＩＢＡまたはＦＩＢＡ ＡＳＩＡ等より、その主催する競技大会への出場要請があった場合は、本協会が

出場チームを決定し、派遣するものとする。 

 

第２８条〔ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会の主管〕 

ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会は、本協会、都道府県バスケットボール協会またはＪＢＡ３ｘ３オーガナ

イザーが主管することができる。 

 

第２９条〔ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会の主管オーガナイザーの責任〕 

① 前条の規定によりＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会を主管するオーガナイザーは、当該大会の国内にお

ける運営について責任を負い、当該大会の開催に関し国内法に基づき生じる責任を負う。 

② 前項のオーガナイザーは、ＦＩＢＡとの契約に基づき、当該大会に関する収支について責任を負う。 

③ 当該大会については、ＦＩＢＡの規程が優先して適用され、ＦＩＢＡの規定に定めがない事項について

は本規程および本協会基本規程等に則る。 

④ ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際競技大会を主管するオーガナイザーは、第３９条〔大会の届出〕の規定に従い、

本協会に対し大会の届出を行わなければならない。 

 

第５節  Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓ 

 

第３０条〔Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓの主催の責任〕 

① Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、当該大会の開催における責任を負う。 

② Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催する団体は、ＦＩＢＡとの契約に基づき、当該大会に関する収支に

ついて責任を負う。 

③ Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、第３９条〔大会の届出〕の規定に従い、本

協会に対し大会の届出を行わなければならない。 

 

第３１条〔主管の委託、譲渡〕 

① Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、第三者に主管を委託、譲渡することができ

る。 

② Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、前項の規定に基づき主管を委託、譲渡した

主管者に本規程および第５章第２節に定める義務および責任を遵守させなければならない。 

③ Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、当該大会の収支の帰属および処理ならびに

大会運営に関する責任の分担について、あらかじめ主管者との間で書面または電磁的方法により取り決

めなければならない。 

④ Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓを主催するオーガナイザーは、天変地異等の不可抗力により中止となった

場合の損失の処理については、あらかじめ主管者との間で書面または電磁的方法により取り決めなけれ
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ばならない。 

 

第６節 大会規律 

 

第３２条〔趣旨〕 

 本節は、３ｘ３競技大会において発生する規律違反事案の処理およびその効力に関する基本事項について

定める。 

 

第３３条〔大会規律委員会の設置および権限〕 

① ３ｘ３競技大会の主催者は、当該大会ごとに大会規律委員会またはこれに準ずる機関（以下「大会規律

委員会等」という。）を設置しなければならない。 

② 大会規律委員会等は、当該大会において発生した規律違反事案について審理し、必要な処分を決定する。 

③ 前項に基づき決定された処分は、当該主催者が主催する大会の範囲内において効力を有する。 

④ 主催者は、処分を決定した場合、その内容を速やかに本協会に報告しなければならない。 

 

第３４条〔処分の効力の適用範囲〕 

① 本協会は、前条の報告を受けた処分の内容が、３ｘ３競技全体の秩序または信用を著しく害する重大な

事案に該当すると判断した場合には、当該処分の効力を、次に掲げる大会においても有効とする。 

（１） ＪＢＡ３ｘ３競技大会 

（２） ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会 

② 前項に基づき本協会が処分を決定した場合には、その効力は、日本国内における３ｘ３競技大会への出

場資格の制限として運用する。 

③ 本条に基づく効力は、Ｐｌａｙ ＦＩＢＡ ３ｘ３の登録状態を問わず適用される。 
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第５章 ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザー                                          

 

第１節 総則 

 

第３５条〔趣旨〕 

本章は、３ｘ３競技大会を通し、３ｘ３競技者人口の拡大を図り、かつ、日本国内における３ｘ３バスケッ

トボールの普及、育成、強化に寄与するため、本協会に登録し、３ｘ３競技大会の主催または主管を行うＪＢ

Ａ３ｘ３オーガナイザーに関する事項を定める。 

 

第３６条〔登録条件〕 

本協会への登録は、次に掲げる大会を主催または主管するオーガナイザーを対象とする。 

（１） ＪＢＡ３ｘ３競技大会 

（２） ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会 

（３） ＦＩＢＡ主催３ｘ３国際大会 

（４） Ｐｒｏ Ｑｕａｌｉｆｅｒｓ 

（５） 前項に定める大会以外に本協会が登録を必要と判断する大会。 

 

第３７条〔登録手続〕 

本規程第３６条〔登録条件〕に定める大会を主催または主管するオーガナイザーは、本協会に対し、次の各

号に掲げる手続に従い登録を行わなければならない。 

（１） 本協会指定の様式により、団体、代表者、連絡先および開催予定の大会に関する情報を届け出るこ

と。 

（２） 前号の届出をもって、本協会へのＪＢＡ３ｘ３オーガナイザー登録を完了しなければならない。 

（３） 前２号の登録手続は、原則として大会を開催する前年の１２月末日までに完了させなければならな

い。 

（４） 登録の有効期間は、登録完了日から翌年１２月末日までとする。ただし、期中登録の場合も有効期

間の末日は当該年の１２月末日までとする。 

（５） 前各号の規定にかかわらず、都道府県バスケットボール協会は、本協会の加盟団体であることを鑑

み、本条に定める登録手続を免除する。 

 

第３８条〔オーガナイザー登録料〕 

ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーは、本協会への登録にあたり、本協会が定める登録料を納付しなければならな

い。 

 

第３９条〔大会の届出〕 

① ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーは、第３６条〔登録条件〕に定める大会を開催するにあたり、以下に掲げ

る申請手続を行わなければならない。 

② オーガナイザーは、本協会が定める期日までに、所定の様式より大会計画の届出を完了しなくてはなら

ない。  

③ 前号の大会計画の届出には、次に掲げる事項を記載、または書類を添付するものとする。 
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（１）大会企画および実施要領に関する書類。 

（２）大会期日および開催場所を確認できる書類。 

（３）当該大会に継続的または定期的に出場することが予定されている加盟チームが存在する場合は、 

当該チームに関する情報。  

（４） ＪＢＡ承認３ｘ３競技大会については第２６条に従うこと。 

（５） 主管を委託、譲渡する場合は、主管者に関する情報。 

（６） その他、本協会が必要と認める事項。 

④ 届出事項に変更が生じた場合は、速やかに本協会へ届け出ること。 

 

 

第２節 ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーの義務と責任 

 

第４０条〔義務〕 

ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーは、次の各号を遵守しなければならない。 

（１） 本規程、本協会およびＦＩＢＡが定める各種規程、方針、および国内諸法令を遵守すること。 

（２） 本協会およびバスケットボール競技全体の名誉または信用を毀損する行為を行わないこと。 

（３） 自らまたはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に

該当しないこと、およびこれらと実質的に関与していないことを保証すること。 

（４） 大会開催において、特定の政治活動、宗教活動、または反社会的活動を行わないこと。 

（５） 個人情報保護法、著作権法、および肖像権関連法令を遵守し、関係者の権利を適切に保護・管理す

ること。 

（６） ＦＩＢＡ３ｘ３ＥｖｅｎｔＭａｋｅｒへの登録および大会結果の適時反映を行うこと。 

 

第４１条〔主催者の責任〕 

ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーは、大会を主催するとき次の各号に掲げる責任を果たさなければならない。 

（１） 自己の責任と負担において大会を統括し、当該大会に関し対外的に生じる契約上および法律上の責任

を負うこと。 

（２） 主催と主管が異なる場合は、第２５条第３項の定めに従い、収支の帰属および処理ならびに責任の分

担について、あらかじめ書面または電磁的方法により取り決めること。 

（３） 主管を他の団体に委託または譲渡する場合であっても、当該大会の最終的な統括責任を負うこと。 

（４） 大会規律規程を定め、開催する大会毎に大会規律委員会またはそれに準ずる機関を設置し、規律違反

に対し適切に対処すること。 

（５） 当該大会の実施に必要な保険に加入し、または主管者に加入させる等、適切な措置を講じること。 

（６） 審判員およびテーブルオフィシャルズの派遣を要請する場合は、本協会または開催地を管轄する都道

府県バスケットボール協会に対し、所定の手続を行うこと。 

（７） 審判員およびテーブルオフィシャルズの尊厳を保護し、参加者等による誹謗中傷、不当な不服申立て、

その他一切のハラスメント行為を防止するために必要な措置を講じること。 

 

第４２条〔主管者の責任〕 

ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーは、大会を主管するとき次の各号に掲げる責任を果たさなければならない。 
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（１） 当該大会の現場運営を統括し、参加者、役員、スタッフ、観客、および関係者全ての安全を最優先で

確保し、大会の円滑な運営に努めること。 

（２） 大会中の事故、急病等に備え、適切な救護体制および緊急連絡体制を整備すること。 

（３） 主催者との取り決めに基づき、担当する範囲における収支および運営実務を適切に履行すること。 

 

第４３条〔登録の拒絶および取消し〕 

① 本協会は、オーガナイザーの登録申請が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を拒絶すること

ができる。 

（１） 申請内容に虚偽があるとき。 

（２） 本規程または本協会基本規程等に違反し、登録を取り消された後、相当な期間を経過していな

いとき。 

（３） 反社会的勢力との関与が疑われるとき。 

（４） 本章定める義務および責任を果たせないと判断されるとき。 

② 本協会は、登録済みのオーガナイザーが前項各号に該当したとき、または本規程または本協会基本規程

等に違反したときは本規程第６章に従い、その登録を取り消すことができる。 
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第６章 懲 罰                                          

 

第４４条〔趣旨〕 

本章は、本協会が科す懲罰およびその手続に関する事項について定める。 

 

第４５条〔懲罰の対象および範囲〕 

① 本章の規定は、次に定める者に対して、本協会が科す懲罰およびその運用に関する事項について定め

る。 

（１） 本協会により日本代表活動に招聘された選手 

（２） ＪＢＡ３ｘ３競技大会へ出場する選手 

（３） ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザー 

② 本協会は、前項各号に掲げる者が本協会の定款、基本規程、本規程またはこれらに付随する諸規程に

違反した場合には、本章および別途定める「倫理規程」、「裁定規程」、「規律規程」、その他これに付随

する諸規程の定めるところにより、懲罰を科すことができる。 

③ 懲罰の種類および手続については、本協会基本規程第１０章「懲罰」の定めに従う。 

④ ＪＢＡ３ｘ３オーガナイザーについては、懲罰を行う時点で本協会への登録がない場合も、違反行為

時に本協会への登録があった者を含むものとする。 

⑤ ３ｘ３競技大会において発生した大会内規律事案については、当該大会の主催者が設置する大会規律

委員会その他これに準ずる機関が処理するものとし、原則として本協会は直接懲罰を科さない。 
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第７章 改 正 

 

第４６条〔改廃〕 

① 本規程の改廃は、理事会の決議を得て、これを行う。 

② 第１項に関わらず第４条に記載する大会の名称の変更、追加、削除においては事務総長の決定を得て、

これを行うことができる。 

 

第４７条〔所管〕 

本規程の所管は、３ｘ３本部とする。 

 

第８章 附 則 

 

第４８条〔附則〕 

① 本規程は、平成２７年２月１２日から施行する。 

平成２８年３月９日一部改定  

平成２９年２月８日一部改定 

２０１８年３月７日一部改定 

２０１９年１１月１４日一部改定 

２０２０年４月２１日一部改定 

２０２１年３月１１日一部改定 

２０２２年４月１４日一部改定 

２０２３年３月８日一部改定 

２０２４年２月７日一部改定 

２０２５年２月６日一部改定 

２０２６年３月１８日一部改定 

 

 


